
 
出願書類の 
受理日 

(21)登録番号 

(85)移行日 国際出願から国内段階への 

 
 

受入番号 

 
 (86)  
（受理官庁の定める国際出願番号及び国際出願

日） 
 (87)  
（国際出願の国際公開番号及び国際公開日） 
 (96)  
（ユーラシア出願の登録番号と出願日） 
 (97)  
（ユーラシア出願の公開番号及び公開日） 
 

連絡先住所（完全な形で記載された郵送用住所、名宛人の名前又は名称） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電話 テレックス ファックス 

願書 
発明に対する 

ロシア連邦特許の付与 

連邦工業所有権機関宛 
所在地：ベレシコフスカヤ・ナベレージナヤ 30、コル
プス 1、モスクワ、Г-59、私書箱 5号 123995 

(54) 発明の名称 
 

(71) 出願人 ロシア企業団体 
分類による 
団体コード 

（設定されている

場合） 
 

WIPO標準 ST．3に
よる国名コード 
（設定されている

場合） 
 

この者は  創作者  創作者の承継人 
 雇用主  雇用主の承継人 
 請負業者  公共の発注者である。 
（氏名又は名称及び住所又は所在地を、国名さらに完全な形で記載された郵送先住所も含め記入） 

下に記載する者を、本状をもって、次に記す資格において出願人（共同出願人）の利害を代表す

る任に選任します（又はすでにこの任に選任されています）。 
 (74) 弁理士（氏名、登録番号、所在地） 
 
 
 
電話 テレックス ファックス 
 
一般的な代表者（共同出願人のうち一名の氏名） 
 
 
 
電話 テレックス ファックス 
 
その他代表者（氏名、所在地） 
 
 
 
 
電話 テレックス ファックス 
出願様式 ИЗ 法務省により 2003年 6月 30日登録 登録番号第 4852号/1頁 
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優先権の主張 
 
 
次に指定する日付で優先権を設定していただけることを求めます。 
工業所有権の保護に関するパリ条約加盟国での最初の出願の出願日 
（ロシア連邦特許法第 19条第 2項）（本特許法は、以下において法律と記載） 
 
先の出願への追加資料の受理日（法律第 19条第 3項） 
 
先の出願の出願日（法律第 19条第 4項） 
 
最初の出願の出願日（法律第 19条第 5項） 
 
（本願の出願日より早い時点での優先権を主張する場合に限り記入する） 
最初の出願（先の出願、分割出願の最初の出願）の
出願番号 

優先権主張日 (33) WIPO標準 ST．3
による出願国名

コード 
（パリ条約の優先権を主張す

る場合） 

1.   

2.   

3.   

添付書類一覧 1部当たりの頁数 部数 

明細書本文 
配列表 

  

特許請求の範囲（独立請求項数 ）   

図面その他の資料   

要約書   

次の特許手続手数料の納付を示す書類 
出願手数料 
出願書類の実体審査の実施手数料 

  

次のいずれかの事実について根拠が存在することを示す書類 
特許手続手数料の納付の免除 
特許手続手数料の減額 
特許手続手数料の納付期限延長 

  

最初の出願の写し 
（パリ条約の優先権を主張する場合） 

  

出願書類のロシア語への翻訳 
 

  

委任状   

その他書類（明記すること）   

公開時に要約書に添付する図面の番号： 

出願様式 ИЗ 法務省により 2003年 6月 30日登録 登録番号第 4852号/2頁 



 

(72) 創作者（氏名を記載する） 

所在地の郵送先住所、当該国の正式国名さ

らに設定されている場合には、WIPO標準
ST.3による当該国の国名コード 

  

 
私こと  は、 
 (氏名) 
 
私が創作者として出願に関する情報さらに特許の付与に関する情報の公開の際に記載されないこ

とを求めます。 
創作者の署名： 
 
署名 
 
 
 
 
 
出願人又は弁理士、又はその他出願人の代理人の署名及び署名を行った日付（法人の名前で署名を行う場合には、法人の長又は

署名の権限が与えられた者による署名が間違いないことを印章により確認する） 

出願様式 ИЗ 法務省により 2003年 6月 30日登録 登録番号第 4852号/3頁 


